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 沖縄県観光振興基金を活用した事業の効果検証に係る対象事業、事業効果区分及び判定

基準等は下記のとおりとする。  

 

記  

 

１ 効果検証の考え方  

沖縄県観光振興基金を活用した事業について、各年度の取組状況、事業効果等を沖縄県 

観光振興基金検討委員会に報告し、有識者の意見等を踏まえ、当該基金活用事業の効果的  

な推進を図る。  

 

２ 対象事業  

沖縄県観光振興基金を活用した事業  

 

３ 事業効果の判定について  

 事業効果については、基本、成果指標の目標値に対する達成状況（実績値÷目標値）によっ

て効果を判定する。  

 ただし、成果指標の達成状況以外に、その他、特筆すべき事項があれば、これを記載し、これ

を加味した上で、最終事業効果を判定する。  

  【事業効果区分と判定基準】  

最終区分  詳細  判定基準  

事業内容が基金の設置

目的や活用目的を実現

するために有効であった  

 

 

 

 

 

 

①非常に効果的であった  

（成果指標 100％以上達成） 

事業内容を確実に実施し、活用目

的に対して大いに成果が得られたと

みなせる場合  

②相当程度効果があった  

（成果指標 80％以上～ 100

％未満） 

事業内容をほぼ実施し、活用目的

に対し概ね成果が得られたとみな

せる場合  

③効果があった（成果指標

70％以上～80％未満達成） 

 

 

事業内容の実施状況は芳しくなか

ったものの、事業開始前よりも活用

目的に対して状況が前進・改善した

とみなせる場合  

事業内容が基金の設置

目的や活用目的を実現

するために有効ではなか

った  

 

 

④あまり効果がなかった（成

果指標 40％以上～70％未満

達成） 

事業内容を実施したものの、活用

目的に対する状況が前進・改善した

とは言い難いような場合  

⑤効果がなかった（成果指標

40％未満） 

 

事業内容を実施したものの、活用

目的に対する状況が前進・改善しな

かった場合  

 【設置目的】 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図ることを目的として、沖縄県観光 

      振興基金を設置する。  

 【活用目的】（１）観光旅客の受入れの体制の充実強化  

      （２）観光地における環境及び良好な景観の保全  

      （３）観光の振興に通じる文化芸術の継承及び発展並びにスポーツの振興  

      （４）地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行の促進  


